
○加須市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則 

平成２２年３月２３日 

規則第１０８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、加須市在宅重度心身障害者手当支給条例（平成２２年加

須市条例第１４４号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、条

例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（申請） 

第２条 条例第３条第１項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、

在宅重度心身障害者手当支給申請書（様式第１号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（認定及び通知） 

第３条 条例第３条第２項の規定により市長が行う受給資格認定の通知は、在

宅重度心身障害者手当支給決定通知書（様式第２号）によるものとする。 

２ 市長は、手当の受給資格があると認定した者（以下「受給者」という。）

については、在宅重度心身障害者手当受給者台帳（様式第３号）に登載する

ものとする。 

（資格喪失の届出） 

第４条 条例第４条第２項による受給資格喪失の届出は、在宅重度心身障害者

手当受給資格喪失届（様式第４号）による。 

（変更の届出） 

第５条 条例第５条の規定による変更の届出は、在宅重度心身障害者手当受給

変更届（様式第５号）による。 

（支給時期等） 

第６条 在宅重度心身障害者手当（以下「手当」という。）は、毎年度９月及

び３月の２期に分けてその月分までをまとめて支給する。 

（所得の審査） 

第７条 市長は、条例第８条第１項の規定により、受給者の同意を得て、受給
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者の前年の所得（１月から６月までに新たに条例第３条第１項の規定により

受給資格の認定を申請する者については、前々年の所得）を課税資料の閲覧

等により審査し、当該受給者が条例第８条第１項の規定による支給制限の対

象となったときは、その年の８月分から翌年の７月分までの手当の支給を停

止する。 

２ 市長は、前項の規定により、所得を審査した結果を、在宅重度心身障害者

手当所得審査結果通知書（様式第６号）により通知するものとする。ただし、

手当の支給が継続して支給されるときは、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市在宅重度心身障害者手

当支給条例施行規則（昭和６１年加須市規則第７号）、騎西町重度心身障害

者手当支給条例施行規則（昭和５５年騎西町規則第５号）、北川辺町在宅重

度心身障害者手当支給条例施行規則（昭和５４年北川辺町規則第６２号）又

は大利根町在宅重度心身障害者手当支給に関する規則（昭和５４年大利根町

規則第８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の規則の相当規定によりなされたものとみなす。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第７条関係） 
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